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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

(注)非開示のA欄は、実施機関が対象文書を保有していないこと(文書不存在)以外の
事由による非開示、および存否応答拒否の件数。
非開示のB欄は、文書不存在による非開示件数。

平成26年度情報公開個人情報保護制度の実施状況 平成27年3月31日現在

開示
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情
報
公
開
制
度

情
報
公
開
制
度
は
︑
区
が
保
有
す

る
行
政
情
報
の
内
容
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
皆
さ
ん
へ
の

説
明
責
任
を
果
た
し
︑
公
正
で
開
か

れ
た
区
政
運
営
を
保
障
し
て
い
く
た

め
の
制
度
で
︑
次
の
�
つ
の
制
度
が

あ
り
ま
す
︒

○
開
示
請
求
制
度

江
東
区
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く

開
示
請
求
権
に
対
す
る
義
務
的
な

も
の

○
情
報
提
供
制
度

条
例
上
の
請
求
と
は
異
な
り
︑
申

出
を
受
け
て
区
が
任
意
に
情
報
を

提
供
す
る
も
の

○
情
報
公
表
制
度

請
求
や
申
出
を
前
提
と
せ
ず
に
区

が
義
務
的
に
情
報
を
公
表
す
る
も

の
情
報
公
開
の
実
施
状
況

平
成

年
度
の
公
文
書
の
開
示
請

26

求
︵
申
出
︶
件
数
は
︑
延
べ
�
︑
�
�

�
件
で
し
た
︒
こ
の
う
ち
開
示
請
求

︵
義
務
的
開
示
︶
に
よ
る
も
の
が
�

�
�
件
︑
残
り
�
︑
�
�
�
件
は
情

報
提
供
申
出
︵
任
意
的
公
開
︶
に
よ

る
も
の
で
す
︒

開
示
請
求
︵
義
務
的
開
示
︶
の
実

施
機
関
別
内
訳
は
︑
区
長
の
事
務
に

関
す
る
も
の
が
�
�
�
件
で
︑
そ
の

う
ち
都
市
整
備
部
ま
た
は
土
木
部
が

保
有
す
る
土
木
・
建
設
関
係
文
書
に

つ
い
て
開
示
を
求
め
る
も
の
が
計
�

�
�
件
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
︒

そ
の
他
の
実
施
機
関
別
内
訳
は
︑

教
育
委
員
会
が

件
︑
区
議
会
が

24

13

件
︑
選
挙
管
理
委
員
会
が
	
件
︑
監

査
委
員
が
	
件
で
し
た
︒

情
報
提
供
申
出
︵
任
意
的
公
開
︶

の
主
な
も
の
と
し
て
は
︑
都
市
整
備

部
が
保
有
す
る
建
築
計
画
概
要
書
︑

都
市
計
画
決
定
図
書
の
関
係
文
書
等

が
�
︑
�
�


件
︑
保
健
所
の
保
有

す
る
食
品
衛
生
等
の
関
係
文
書
等
が

�
�
�
件
で
し
た
︒

個
人
情
報
保
護
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度
は
︑
区
民
の

皆
さ
ん
に
︑
区
が
保
有
す
る
自
分
の

情
報
の
開
示
︑
訂
正
︑
削
除
お
よ
び

利
用
停
止
を
請
求
す
る
権
利
を
保
障

し
︑
一
方
︑
区
に
は
︑
個
人
情
報
を

適
正
に
取
り
扱
う
た
め
︑
次
の
よ
う

な
ル
ー
ル
を
義
務
付
け
る
も
の
で
す
︒

○
利
用
目
的
を
明
確
に
し
た
個
人
情

報
の
適
正
な
収
集

○
個
人
情
報
の
漏
え
い
︑
改
ざ
ん
︑

滅
失
そ
の
他
の
事
故
防
止
の
た
め

の
必
要
な
措
置

○
目
的
外
利
用
や
外
部
提
供
の
原
則

禁
止

○
個
人
情
報
に
関
す
る
業
務
登
録
と

フ
ァ
イ
ル
登
録

○
個
人
情
報
に
係
る
業
務
処
理
を
外

部
へ
委
託
す
る
場
合
等
の
外
部
委

員
に
よ
る
意
見
聴
取

○
職
員
や
受
託
業
務
従
事
者
等
へ
の

罰
則
適
用

自
己
情
報
開
示
等
請
求
の

実
施
状
況

自
己
情
報
の
開
示
請
求
件
数
は
�

	
�
件
あ
り
︑
主
な
も
の
は
︑
福
祉

部
の
保
有
す
る
介
護
保
険
認
定
関
係

書
類
等
が

件
︑
そ
の
他
区
民
部
が

46

保
有
す
る
印
鑑
登
録
︑
住
民
票
︑
戸

籍
︑
税
証
明
関
係
書
類
等
が

件
で

58

し
た
︒

自
己
情
報
の
訂
正
請
求
件
数
は
�

件
あ
り
ま
し
た
︒

自
己
情
報
の
削
除
お
よ
び
利
用
停

止
の
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

こ
れ
ら
の
請
求
・
決
定
状
況
の
詳

細
は
︑
区
役
所
	
階
こ
う
と
う
情
報

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
内
﹁
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
﹂
で
閲
覧
で
き
ま
す
︒
同
コ
ー

ナ
ー
で
は
︑
区
の
長
期
計
画
そ
の
他

重
要
な
基
本
計
画
︑
予
算
書
︑
決
算

書
︑
区
議
会
本
会
議
録
︑
入
札
経
過

調
書
等
の
区
政
資
料
が
閲
覧
で
き
る

ほ
か
︑
複
写
機
︵
有
料
︶
と
閲
覧
用

の
パ
ソ
コ
ン
︵
無
料
︶
を
設
置
し
て

い
ま
す
︒

情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
窓
口

各
制
度
の
利
用
請
求
の
受
付
は
︑

情
報
公
開
個
人
情
報
保
護
窓
口
の
ほ

か
︑
各
課
で
も
行
っ
て
い
ま
す
︒
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

▢問
広
報
広
聴
課
情
報
公
開
個
人
情

報
保
護
担
当☎

(
�
�
�


)
�
�
	
	

こ
れ
か
ら
の
超
高
齢
社
会
に
向
け

て
︑
介
護
人
材
の
確
保
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
︑
今
後
︑
介
護

業
界
で
働
く
こ
と
を
検
討
し
て
い
る

が
︑
介
護
業
界
で
の
就
労
経
験
が
な

い
方
等
を
対
象
に
︑
介
護
業
界
の
将

来
性
︑
求
め
ら
れ
る
人
材
像
に
つ
い

て
の
講
義
や
︑
介
護
技
術
の
体
験
︑

介
護
現
場
の
見
学
等
を
通
し
て
︑
介

護
の
や
り
が
い
や
楽
し
さ
を
学
ぶ
研

修
を
実
施
し
ま
す
︒

修
了
後
は
︑
介
護
事
業
所
へ
の
就

労
サ
ポ
ー
ト
や
︑
介
護
関
連
資
格
取

得
研
修
の
案
内
等
を
行
い
ま
す
︒
介

護
の
仕
事
に
興
味
や
関
心
の
あ
る
方
︑

ぜ
ひ
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み
ま
せ
ん

か
︒▢時

�
月

日
︵
土
)
・

日
︵
日
︶
︑

29

30

�
月
�
日
︵
土
)・
�
日
︵
日
︶
午
前

時
～
午
後
�

時
︵
全
�

回
︶
▢場

10�
月

日
︑
�
月
�
日
は
高
齢
者
総

29

合
福
祉
セ
ン
タ
ー
第
�
研
修
室
︵
東

陽
�
︱

	
︱

︶
︑
�
月

日
︑
�
月

17

30

�
日
は
︵
株
︶
日
本
教
育
ク
リ
エ
イ

ト
三
幸
福
祉
カ
レ
ッ
ジ
錦
糸
町
教
室

︵
墨
田
区
錦
糸
	
︱

�
︱

︶
▢人
介

11

護
事
業
所
へ
の
就
業
に
興
味
や
関
心

の
あ
る
方

人
︵
申
込
順
︶
▢費
無

20

料
︵
見
学
施
設
ま
で
の
交
通
費
は
自

己
負
担
︶
▢内
介
護
の
基
礎
知
識

︵
介
護
保
険
の
し
く
み
等
︶
︑
基
礎
介

護
技
術
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

︵
移
動
介
助
等
︶
︑
施
設
見
学
会
︑
介

護
職
員
に
よ
る
講
話
︑
キ
ャ
リ
ア
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ
る
個
別
相
談

▢締
�
月

日
︵
金
︶
午
後
�
時
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▢申


月

日
︵
月
︶
午
前
�
時
か

27

ら
電
話
で
︵
株
︶
日
本
教
育
ク
リ
エ

イ
ト
三
幸
福
祉
カ
レ
ッ
ジ
へ

☎
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�
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▢問
福
祉
課
指
導
担
当

☎
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�
�
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�
�
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�
�
�


)
�
�
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こ
れ
ま
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
負
担
割
合
は
一
律
�
割
で
し

た
が
︑
�
月
か
ら
は
︑
所
得
が
一
定

以
上
あ
る

歳
以
上
の
方
の
利
用
者

65

負
担
は
	
割
に
変
更
と
な
り
ま
す
︒

利
用
者
負
担
が
	
割
と
な
る
の
は
︑

一
定
以
上
の
所
得
︵
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
�
�
�
万
円
以
上
で
︑
年

金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額

が
単
身
世
帯
で
	
�
�
万
円
以
上
︑

	

人
以
上
世
帯
で
�

�

�

万
円
以

上
︶
が
あ
る
方
で
す
︒
※
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
よ
る
負
担
の

上
限
が
あ
る
た
め
︑
	
割
負
担
の
対

象
者
す
べ
て
が
	
倍
の
負
担
に
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
に
負
担
割
合
証
を
発
送

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
全
員
に
︑
ご
自
身
の
負
担
割

合
が
何
割
か
を
示
し
た
﹁
負
担
割
合

証
﹂
を


月

日
︵
火
︶
に
お
送
り

21

し
ま
す
︒

▢問
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

☎
(
�
�
�


)
�
�
�
�

介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
�
�
�


)
�
�
�
�

※1 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控
除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、土地建物等の譲渡所得
がある場合には特別控除前の金額、繰越損失がある場合には繰越控除前の金額をい
います。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。
★「第1号被保険者」とは、65歳以上の方です。40歳以上64歳以下の医療保険加入者は、
第2号被保険者になります。第2号被保険者の負担割合は一律に1割負担です。


